
 

電話：0185-75-2006 

〒018-3122 

秋田県能代市二ツ井町飛根字高清水265番地 

電話: 0185-75-2006 

FAX: 0185-71-3373 
メール: nagomi@shirakami.or.jp 

HP:http//www.shirakami.or.jp/~nagomi/ 

介護保険事業所番号 0590200085 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

株式会社 芳栄 

●施 設 名 称 グループホーム和み 

●開所年月日 平成２０年４月１日 

●利 用 定 員 １８名(よねしろ棟９名 しらかみ棟９名) 

●構    造 木造平屋建 

●居    室 １８部屋(全室個室) 

●居 室 設 備 冷暖房完備・非常呼出コール設備・ベッド 

●共有ｽﾍﾟｰｽ  食堂・台所・浴室・談話室、トイレ 

●施 設 設 備 火災通報装置、自家発電機、スプリンクラー 

 １日あたりの自

己負担額 

３０日あたりの自

己負担額 

要支援２ ７４９円 ２２，４７０円 

要介護１ ７５３円 ２２，５９０円 

要介護２ ７８８円 ２３，６４０円 

要介護３ ８１２円 ２４，３６０円 

要介護４ ８２８円 ２４，８４０円 

要介護５ ８４５円 ２５，３５０円 

※サービス提供体制強化加算(Ⅰ) １日につき22単位加算 
※医療連携体制加算（Ⅰ）ハ      １日につき３７単位加算（要支援２以外） 

※協力医療機関連携加算    １月につき１００単位加算（要支援２以外） 

※口腔衛生管理体制加算    １月につき３０単位加算 

※認知症専門ケア加算（Ⅰ） １日につき３単位加算（日常生活自立度Ⅲ以上） 

※科学的介護推進体制加算     １月につき４０単位加算 

※生産性向上推進体制加算(Ⅱ)   １月につき１０単位加算 

※初期加算          １日につき  ３０単位加算（入居日３０日を限度） 

※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)ロ  １月につき所定単位数×22.8 ％ 

内容 １日あたりの  

自己負担額 

３０日あたりの 

自己負担額 

食事  

１，４００円 ４２，０００円 

（朝食）４００円（昼食）５００円（おやつ代含） 

（夕食）５００円 

  但し本人選定食の場合は実費 

家賃 ８００円 ２４，０００円 

管理費 ８００円 ２４，０００円 

外出・余暇等・

オムツ代 
実  費 

冬季暖房費 （10月～3月）３，０００円 （１月あたり）  

基本理念 

和やかな

顔 
和やかな

言葉 

和やかな                  

振舞い   

和やかな心 

能代方面 二ツ井方面 

見学随時受付中。電話でもメールでもお気軽にご相談ください。 

いつも明るい笑顔と優しいことばで、 

行動は極め細やかに 

安心と安全で安定した生活を 

送っていただくため 

心を込めて介護させていただきます。 

基本方針 

 

国道７号線 

  令和８年６月１日現在 



 

 

・能代市内に住所のある方 

・医師に認知症と診断されている方 

・要介護認定を受けている方で要支援２ 

 要介護１～５の認定を受けている方 

・個人情報保護法の他関係法令に基づいて

適切に取り扱います。 

 １ヶ月自己負担額（３０日あたり） 
※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)含 
※医療連携体制加算（Ⅰ）ハ含（要支援２以外） 

※協力医療機関連携加算含 

※口腔衛生管理体制加算含 
※認知症専門ケア加算（Ⅰ）含（日常生活自立度Ⅲ以上） 

※科学的介護推進体制加算含 

※生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 含 

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）ロ含 

 要支援２ １１８，６１１円＋実 費 

 要介護１ １２０，２４６円＋実 費 

 要介護２ １２１，５３５円＋実 費 

 要介護３ １２２，４１９円＋実 費 

 要介護４ １２３，００９円＋実 費 

 要介護５ １２３，６３５円＋実 費 

 

芝 生 
畑 



 

 

 一日あたり 

自己負担額 

３０日あたり 

自己負担額 

要支援２ １，４９８円 ４４，９４０円 

要介護１ １，５０６円 ４５，１８０円 

要介護２ １，５７６円 ４７，２８０円 

要介護３ １，６２４円 ４８，７２０円 

要介護４ １，６５６円 ４９，６８０円 

要介護５ １，６９０円 ５０，７００円 

※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)   １日につき 44単位加算 

※医療連携体制加算（Ⅰ）ハ 1日につき 74単位加算（要支援２以外） 

※協力医療機関連携加算 １月につき２００単位加算（要支援２以外） 

※口腔衛生管理体制加算 １月につき６０単位加算 

※認知症専門ケア加算（Ⅰ） １日につき6単位加算（日常生活自立度Ⅲ以上） 

※科学的介護推進体制加算      １月につき８０単位加算 

※生産性向上推進体制加算(Ⅱ)    １月につき２０単位加算 

※初期加算     １日につき 60単位加算（入居日から３０日を限度） 

※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)ロ     １月につき所定単位数×22.8％ 

 一日あたり 

自己負担額 

３０日あたり 

自己負担額 

要支援２ ２，２４７円 ６７，４１０円 

要介護１ ２，２５９円 ６７，７７０円 

要介護２ ２，３６４円 ７０，９２０円 

要介護３ ２，４３６円 ７３，０８０円 

要介護４ ２，４８４円 ７４，５２０円 

要介護５ ２，５３５円 ７６，０５０円 

※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)   １日につき 66単位加算 

※医療連携体制加算（Ⅰ）ハ 1日につき 111単位加算（要支援２以外） 

※協力医療機関連携加算 １月につき300単位加算（要支援２以外） 

※口腔衛生管理体制加算 １月につき90単位加算 

※認知症専門ケア加算（Ⅰ） １日につき9単位加算（日常生活自立度Ⅲ以上） 

※科学的介護推進体制加算      １月につき１２０単位加算 

※生産性向上推進体制加算(Ⅱ)    １月につき３０単位加算 

※初期加算    １日につき 90単位加算（入居日から３０日を限度） 

※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)ロ      １月につき所定単位数×22.8％ 


